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随時監査(工事監査)報告書 
 

 

１  監査の対象工事 

清掃事務所整備工事 

（工事・事業担当課：都市政策部公共施設マネジメント課 

    工事関係課：市民環境部美化推進課） 

 

２  監査の実施日 

令和2年1月14日（火） 

 

３ 監査の方法 

公益社団法人 大阪技術振興協会と工事の調査委託契約を締結し、当協会に所属する技術

士の派遣を受け、関係書類及び工事現場の監査を実施した。 

なお、監査に当たっては、担当部局から工事の関係書類の提出を求め、工事の計画、設計、仕

様、積算、契約、施工管理、監理、監督及び検査等の各段階における技術的事項の実施態様

について関係者に質疑し、回答を求め、検分・吟味を行った。 

 

４  監査の結果 

次のとおりである。 

なお、本件監査における指摘事項等は監査実施日時点のものである。 
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清掃事務所整備工事 

 

 

１ 事業の概要 

平成 21 年に国崎クリーンセンターが新たに稼働したため当該地の北部処理センターを廃止し

た。 

28年に策定された公共施設等の適正な配置や効果的・効率的な運営の方向性を示す「川西市公

共施設等総合管理計画」に基づき、当該センターの煙突・焼却炉施設部分を撤去するとともに、既

存施設の一部を改修し、現在分庁舎に配置している清掃事務所及びごみ収集車等の車庫機能を移

転等することで未利用公有財産の利活用を図るものである。 

 

２ 工事の概要 

（1）工事場所              川西市 丸山台3丁目 地内 

（2）工事内容 

解体撤去工事 

・不燃性廃棄物置場棟   ＲＣ造一部Ｓ造          延床面積       540㎡ 

・管理公舎棟            ＲＣ造                   延床面積        71㎡ 

・倉庫            Ｓ造                   延床面積         60㎡ 

・煙突           ＲＣ造                      高さ       80 ｍ 

・焼却炉施設       ＲＣ造一部Ｓ造          延床面積    1,388㎡ 

・排ガス高度処理施設棟  ＲＣ造                   延床面積    489㎡ 

改修工事 

・清掃事務所棟      ＲＣ造         延床面積    1,746㎡ 

駐車場整備工事 

・車庫          Ｓ造          延床面積   732㎡ 

（3）請負業者       東急建設 株式会社 大阪支店 

（4）設計・監理者     株式会社 創建社Ｄ＆Ｒ設計 

（5）工事監督員      都市政策部 公共施設マネジメント課  西村・中野 

（6）事業費        設計金額   1,253,988,000円（税込）  

契約金額    1,088,640,000円（税込）  

（7）工事期間       平成30年6月26日～令和2年9月30日 

（8）入札年月日       平成30年5月18日 

（9）工事進捗状況      実施進捗率は38.0％（令和元年10月31日時点） 

（10）入札方式       指名競争入札方式（電子入札） 

（選定業者31社、入札辞退26社、入札参加5社） 

（11）契約年月日       平成30年6月26日 
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３ 調査の着目点 

本技術調査は、提示された監査対象書類の検分及び当該工事関係者との質疑応答に基づい

て、対象工事の事務手続き、計画、設計、積算及び施工監理の執行状況を吟味するとともに、当

該監査事務を通じて今後の事業の効果的な運営に資することを目的とするものである。 

 

４ 総括所見 

今回の工事技術調査対象工事は、「清掃事務所整備工事」である。当該工事は、平成30 年6

月26日に着工し、令和2年9月30日に整備工事をすべて完了する予定で進捗していた。 

工事技術調査にあたって事前に当該工事に関する「質問書」を提出し、それへの回答をベー

スに、質疑応答を通じて工事実施状況（各種廃棄物処理契約等の履行、施工計画書、全体工程

表、安全衛生管理書類等）及び品質等の各段階における技術的事項について工事監督関係者と

のヒアリング及び関連書類で確認した。 

また、書類審査の後に、工事関係者とともに現地巡視を行い整備工事の進捗状況も確認した。 

当該工事は、総体的に法令に基づいて工事監理・監督されており、工事も順調に進捗してい

た。監理・監督上、多少のコメントはあるが、全般的に良好と判断した。 

   個々の調査事項についての改善・留意・注意事項については、各項目の【寸評】で記述して

いるので確認・対応されたい。 

 

（1）評価できる点 

  ① 当該工事の事前の調査段階から工事契約までの一連の手続きは、整然と執行されていた。 

  ② 発注者・監理者・施工者の三者が初めて顔を合わせるキックオフミーティングに現場代理

人の上司を出席させていたことは評価できる。ただし、最初の顔合わせ会をセレモニー的に

終わらせるのではなく、設計コンセプトやプロジェクトの問題点等を施工者へ強く発信して

おくことは、以後の工事全体の順調な進捗に有効である。 

③ 各工事の施工計画書がきちんとリスト化されていたことは、工程管理上有効であると評価

できる。ただし、全体工程表に基づいて各工事の施工計画書の提出予定日・承諾予定日をリ

スト上段に記入させたものを施工者に作成させ、順次提出される施工計画書の提出実施日・

承諾実施日をリスト下段に記述する要領で管理すると「施工計画書作成工程の見える化」が

図られることとなり、より有効である。 

④ 工事進捗状況報告書（月報）に添付されていた定点写真にはドローンによる撮影がされて

おり、現場のベスト・ピクチャー・ポイントで記録されていた。 

⑤ 当該工事が遅延するような近隣トラブルが発生することなく、順調に工事が進捗している

ことは評価できる。 

⑥ 朝礼を行う安全広場の掲示についても整然としており、前日の工事打合せの内容について

もマグネット板で適切に掲示していることが確認できた。 

⑦ 現場は、旧焼却炉施設エリアの解体工事と清掃事務所の改修工事とが輻輳している時期で
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あったが、安全通路がきちんと確保されており、整然と施工されていた。 

 
（2）工夫・改善が望まれる点 

① 発注者は、設計図書（設計書を含む）を成果品として受領する際には設計者に対して、特

記仕様書・意匠図・構造図・設備図（電気設備・機械設備）間の整合性が担保されているこ

とを確認したことを、設計者が作成する「引渡し書」にその旨を明記させておくことが望ま

れる。 

② 当該工事着工後、図面間の不整合が判明した場合は、工事関係者で協議の上、その旨を打

合せ議事録に明記し、竣工図作成の際に修正しておくことが望まれる。 

③ 今後、作成予定の報告書（段階確認）については、作成担当者と最終提出予定日を明確に

することが望まれる。 

④ 竣工図面等の引継ぎ関連書類の提出は、竣工日に完了することを定例打合せ議事録に明記

しておくことが望まれる。 

⑤ 清掃車用駐車場エリアの地中に残存する旧地下躯体・杭等については、竣工図に「地中残

存物」として明記し、竣工図を引き継ぎ、当該土地を管理する部署の管理下であることを明

確にした書類にしておくことが必要である。 

 

５ 工事実施状況の検査 

（1）事業計画・設計について 

① 当該地に設置されていた北部処理センターは、平成21年に国崎クリーンセンターが新たに

稼働したため廃止されている。その後、28 年に策定された「川西市公共施設等総合管理計

画」に基づき旧北部処理センターの煙突・焼却炉施設部分を撤去するとともに、既存施設の

一部を改修し、清掃事務所及びごみ収集車等を移転等することが計画された。 

② 稼働終了から解体工事開始までの当該施設の管理は、機械警備のほか、職員による不定期

の巡回による点検巡視が実施されていた。 

③ 当該施設の稼働停止から解体工事が発注されるまでの期間に、専門業者によるアスベスト

含有建材の状況調査、ダイオキシン類の調査、ＰＣＢの確認調査（調査の結果、ＰＣＢは存

在しないことが判明）、地歴調査を含む土壌汚染状況調査等が計画的に実施され、報告書が

作成されていた。 

④ 提出された報告書及び既存の建造物・機器類等の設計図面の収集・整理を通じて、整備工

事を行う計画・設計業務が実施され、契約図書が整備されていた。 

⑤ 当該施設の監理業務業者は、清掃事務所整備等基本設計業務委託及び清掃事務所移転整備

等実施設計業務委託を履行した業者である株式会社 創建社Ｄ＆Ｒ設計と随意契約で選定し

ていた。 

⑥ 当該解体工事の設計書（内訳明細書）の積算は、株式会社 創建社Ｄ＆Ｒ設計が行っていた。 
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⑦ 設計書（内訳明細書）の値入・照査については、公共施設マネジメント課が行っていた。 

 

【寸評】 
旧北部処理センターが稼働停止して以来、施設の管理と並行して、今回の解体工事を発注す

るまで、事前の各種調査を実施し、工事契約までの一連の手続きは、整然と執行されていたこ

とが確認された。 
 

（2）入札・契約について 

① 入札方式は、指名競争入札方式が採用されていた。入札参加者は、5社であり、1回目で落

札していた。 

② 入札参加者が利用できる資料は、設計図書（設計図・仕様書等）・内訳明細書（金抜き）で

あった。 

③ 見積期間中に333項目の質問があり、適切な回答書が整備されていた。 

④ 本解体工事の告示から契約までの時系列は、下記の通りであり、時間的に無理のない執行

が行われていたことを確認した。 

 起工伺決裁日       平成30年4月  2日 

 開札日                  30年5月18日 

仮契約日               30年5月24日 

本契約日               30年6月26日 

⑤ 工事履行保証保険体制として、損害保険ジャパン日本興亜 株式会社と契約していた。 

 

【寸評】 
内訳明細書（金抜き）については、入札参加者に対して参考資料であることを明確に伝

達しておくことが望ましい。 
 
（3）施工管理（監理・監督）について 

① 発注者・工事監理者・施工者が最初に一同に会したキックオフミーティングが本契約日の

2日後の6月28日に開催され、議事録も作成されていた。 

② 各種各工事の施工計画書については、工事着手前に施工計画書を作成し、定例打合せ等で

内容の協議・確認をとり、工事着手前に了承の上、工事着工をしたとの説明を受けた。 

③ 解体工事の施工報告書については、以下のような報告書類が提出されていた。各報告書（段

階確認）は、工事完了後、速やかに提出することにしているとの説明であった。工事監査

時点で、28件の報告書（段階確認）が提出されているものが、リスト化されていた。 

④「使用材料・工具等の承諾書」としては、14 件が提出され、ファイルされているものを確

認した。 
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⑤ 当該工事に関して、諸官庁に提出されている関係書類は、46件あり、書類名・提出先・提

出年月日がきちんとリスト化されていた。 

⑥ 産業廃棄物処理に関する契約書を確認したが、最終処分場への経路図と処分場の状況が添

付されていた。 

⑦ 廃棄物の受渡確認は、Ａ票・Ｅ票とも、29枚が整理されているとの説明を受けた。 

⑧ 再生資源利用計画書・再資源利用促進計画書については、提出されているとの説明であっ

た。 

⑨ 「建設業許可標識」・「労災保険関係成立票」・「建退共制度の適用標識」が掲示しているこ

とを施工記録写真で確認した。 

 

【寸評】 
① 工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の登録を平成30年7月9日に行っていたが、契

約日は30年6月26日であった。特記仕様書の規定では10日以内に登録をすることと

しているので留意されたい。 

② 各種解体工事施工完了後の報告書も順次提出されており、解体工事における「品質の

見える化」が図られている。 

 
（4）品質管理について 
  （解体撤去工事） 
① 当該施設の解体撤去工事に伴って実施した環境調査項目である特別管理廃棄物である廃石

綿（アスベスト）については、工事中に敷地周囲 4 か所にて測定し、大気汚染防止法での

管理値以下であったことが確認されていた。 

② 解体工事中の周辺環境への影響を確認するために実施した大気質（浮遊粒子物質濃度）や

ダイオキシン類について、敷地周囲4か所にて測定し、測定結果についても、大気環境基準

の管理値以下であったことが確認されていた。 

③ 解体撤去工事の施工計画書については、主要な建屋（焼却炉棟・高度処理施設棟・公舎棟

・不燃性廃棄物置場棟）・工作物（煙突）ごとに作成され、監理者から承諾を受けていた。 

④ 解体工事に伴って発生するコンクリート・汚泥等を対象として、付着物除去後の分析も実

施していることを確認した。 

⑤ 工事着工から各種作業の施工記録写真を確認したが、各工事の工程ごとに進捗状況が確認

できる状態で整然と整理されていた。 

 

（改修工事） 
① 屋上防水改修工事の施工計画書を確認したが、ドレンの取付け要領等についても、詳細に
計画されていた。 
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② 外壁改修工事の内、外壁の不具合である「ひびわれ・浮き等」の数量については、想定数
量であるので、外部足場架設後の調査数量で実費精算するとの説明であった。外壁改修の

施工計画書は、外壁調査後に作成する予定であるとの説明であった。 
③ あと施工アンカー工事の施工確認試験は、実施されており、所定の耐力が確保されていた。 
④ 生コン工場の品質管理状況は、コンクリート配合計画書で確認されていた。 
 
【寸評】 
① 嵩上げコンクリートの設計基準強度については、意匠図の特記仕様書ではＬＦｃ18

であり、構造図の特記仕様書ではＦｃ21となっており、不整合であった。関係者協議

の上、最終の竣工図では整合させておく必要がある。 

② 鉄骨製作工場のグレードについても、意匠図の特記仕様書では「グレードＭ」であ

り、構造図の特記仕様書では「グレードＲ」となっており、不整合であった。関係者

協議の上、最終の竣工図では整合させておく必要がある。 
 
（5）工程管理について 
① 全体工程表については、着工前調査の長期化や大雨による天候不良による遅延があったた

め、当初の全体工程表（平成30年6月26 日作成）が変更されていた。現在は、令和元年

11月25日に作成された変更全体工程表で工程管理されていた。全体工程表は変更されてい

たが、全体工期の延長はされていなかった。 

② 発注者・監理者・施工者との定例会議は、毎週1回開催され、議事録も作成されていた。 

③ 12月度の工事進捗状況の月報を確認したが、工程管理の上で問題点はなかった。 

 

【寸評】 
定例会議・工事打合せ及び工事立会等、必要に応じて開催されており、工程管理上での

指摘事項なし。 
 
（6）安全衛生管理等について 
① 安全衛生協議会については、毎月1回現場事務所において開催されており、議事録も作成

されていた。協議会には、施工者の職員と協力業者が出席していた。 

② 作業員に対する「送り出し教育」は、実施されており、使用する資料も作成されていた。 

③「新規入場者教育」については、すべての作業員に実施しており、アンケート用紙もファイ

ルされていた。 

④ 現場周辺道路の第三者の通行を優先して、車両の搬出入口に交通誘導員を配置し、誘導を

実施していた。  

⑤ 工事期間中に発生した労働災害については、熱中症での不休災害があり、報告書が作成さ
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れているとの説明であった。 

⑥ 玉掛ワイヤーの管理については、月別の管理色を決めており、1月度は緑色であった。 

⑦ 持込工具・機器類の点検については、各社毎週初めに実施されていた。 

 

【寸評】 
安全衛生管理について、特記する事項はなかった。 
 

（7）工事の引渡について 
① 工事完了時に施工者から発注者へ提出する書類・保管部署・保管期間については、明確に

なっていた。 

② 当該施設の建物・機器類の解体工事が終了した時点で、施設の公有財産にかかる処分の手

続きについては、当該工事完了後速やかに行う予定との説明を受けた。 

 

 


